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資料２



改正製品安全4法の概要

R6.6.26  改正製品安全4法 公布

R6.12.13 改正法施行令等 公布

R7.1.31 技術基準省令等 公布

R7.9.25 乳幼児用玩具の事前届出等開始

R7.12.25 改正製品安全4法 施行

インターネット取引の拡大により製品の安全性に責任を持つ国内事業者が不在となるケースや、子供用製品に
関する安全規制の未整備などの課題を背景に、製品安全4法を改正。

①インターネット取引の拡大への対応

1. 海外事業者の規制対象化（国内管理人の選任）

2. 取引デジタルプラットフォーム提供者に対する出品削除要請等の創設

3. 届出事項の公表制度の創設

4. 法令等違反行為者の公表制度の創設

②玩具等の子供用製品の安全確保への対応

1. 子供用の製品に係る規制の枠組み（子供用特定製品）の創設

2. 子供用特定製品の中古品特例

法改正の概要

施行スケジュール
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• 令和6年6月、消安法改正により、子供用特定製品（主として子供の生活の用に供されるものとして対象年齢や使用上の注意を表
示することが必要な製品）について、製造・輸入事業者に対し国が定める技術基準への適合、対象年齢・使用上の注意等の警告
表示等を求めることとした。併せて、改正消安法第4条第3項第4号において子供用特定製品の中古品について、国内消費者に対
する注意喚起や安全確保のための体制整備等を条件に販売を可能とする特例を講じた。

• 令和６年12月、消安法施行令の改正により乳幼児用玩具（3歳未満向け玩具）と乳幼児用ベッドを子供用特定製品に指定し、令
和７年12月25日に施行された。

• 令和８年春、消安法施行令の改正により、乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを子供用特定製品に指定予定。

＜改正消費生活用製品安全法＞

第2条 （略）
２ この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品

で政令で定めるものをいう。
３ （略）
４ この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発

生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

＜消費生活用製品安全法施行令＞

別表第1
三 乳幼児用ベッド（主として家庭において出生後二十四月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。）
十三 乳幼児用玩具（主として家庭において出生後三十六月未満の乳幼児の遊戯に使用することを目的として設計したものに限る。）

特定製品の区分 必要なマーク

特別特定製品
携帯用レーザー応用装置
浴槽用温水循環器
ライター

特別特定製品以外の特定製品
（略）
磁石製娯楽用品
吸水性合成樹脂製玩具

特別特定製品かつ子供用特定製品 乳幼児用ベッド

特別特定製品以外の子供用特定製品
乳幼児用玩具（3歳未満向け玩具）
乳幼児用ベッドガード
ベビーカー

※令和9年3月までは経過措置期
間として、 を付すことで
販売可能。

子供用特定製品への製品の指定
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令和８年春に乳幼児用ベッ
ドガード及びベビーカーの
２品目を追加予定

※乳幼児用ベッドガードについては
１年間、ベビーカーについては２
年間、経過措置期間を設定する予
定。



子供用特定製品として、乳幼児用玩具（3歳未満向け）と乳幼児用ベッド（従来から
特別特定製品に指定）を指定。製造又は輸入する事業者は事業開始時に届出を可能と
し、技術基準への適合確認と使用に関する警告表示等を行い、子供PSCマークの表示
を義務付け。

448件

①子供用特定製品の製造又は輸入事業届出（消費生活用製品安全法第6条）

（令和8年3月4日時点）

PSマーク対象製品を国内消費者に直接販売する海外事業者は、特定輸入事業者として
届出を可能とし、技術基準への適合、国内管理人の選任等を義務付け。

1,988件

②特定輸入事業者による輸入事業届出（４法に基づく届出）

製品安全４法における新たな届出等の状況について

画像出典：一般社団法人日本玩具協会提供
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YouTube広告 インスタ広告 フリーペーパー 政府広報ラジオ

（再掲）改正製品安全４法に関する周知・広報活動の取組
＜子供用特定製品（乳幼児用玩具）に関する周知＞

1. SNS等での発信
➢ インスタグラム、YouTube、産婦人科の待合室に設置のモニターでの広告配信
➢ 子育て家庭向けのフリーペーパー（Webタイアップあり）への記事広告の掲載
➢ 政府広報ラジオでの発信
➢ METI Journal、METIチャンネルなどの経済産業省メディアでの発信

令和８年１月22
日開催製品安全
小委員会資料3-1
から抜粋

https://www.gov-online.go.jp/article/202511/radio-3237.html


政府広報オンライン
乳幼児のおもちゃを選ぶときは必ず確認！知っておきたい

「子供PSCマーク」

政府広報

New Japanese Regulations Start for Businesses Selling Overseas 
and Children’s Products: Aiming for Better Product Safety

リーフレット・ポスター制作

消費者向けチラシ 小売店・販売事業者向けチラシ

YouTube 改正消費生活用製品安全法等の概要

動画配信

乳幼児用玩具の新制度スタート。「子供PSCマーク」表示へ
の届出準備はお済みですか？（60秒早わかり解説）

METI Journal

YouTube 改正消費生活用製
品安全法に基づく子供用特定
製品に係る規制について

チャットボット

チャットボット
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令和7年9月30日開催
製品安全小委員会資料１
から抜粋

https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8739.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8739.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8739.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8739.html
https://www.gov-online.go.jp/article/202508/entry-8739.html
https://www.gov-online.go.jp/hlj/en/june_2024/june_2024-08.html
https://www.gov-online.go.jp/hlj/en/june_2024/june_2024-08.html
https://www.meti.go.jp/product_safety/kodomo/pdf/kodomopsc_customer.pdf
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/seian/oshirase/250528_1_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6RRda5ZYpUI
https://www.youtube.com/watch?v=6RRda5ZYpUI
https://journal.meti.go.jp/p/41353/
https://journal.meti.go.jp/p/41353/
https://journal.meti.go.jp/p/41353/
https://journal.meti.go.jp/p/41353/
https://journal.meti.go.jp/p/41353/
https://journal.meti.go.jp/p/41353/
https://www.youtube.com/watch?v=NOgv4PeVI7U
https://www.youtube.com/watch?v=NOgv4PeVI7U
https://www.youtube.com/watch?v=NOgv4PeVI7U
https://www.youtube.com/watch?v=NOgv4PeVI7U
https://supportbot-admin.userlocal.jp/pages/6af8d60ba47280b6a592


子供用特定製品の指定にあたっては、子供用製品による子供の製品事故を未然に防止するため、
以下のような視点を総合的に勘案していく。

＜改正消費生活用製品安全法 第2条第4項＞

この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その
他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

＜消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（衆議院HPより抜粋）＞

四 子供用特定製品の指定並びに子供用特定製品に係る技術基準及び使用年齢基準については、子供用の製品による事故を未然に防ぐ観点
から、国内外における子供が被害に遭う事故の実態及び諸外国における規制の動向等を踏まえ策定し、及び機動的に見直すとともに、保護
者等の消費者への周知徹底を図るなど、子供用の製品の安全確保に向けて万全を期すこと。また、子供用特定製品の対象については、育児、
保育に関わる幅広い製品を対象としていくことを検討すること。

①子供用の製品であること
主に子供が生活する中で用いられることを特に意図して設計されている製品であること。

②事故の態様等を踏まえ、安全性の確保が必要と認められる製品であること
重大製品事故を含む子供が被害にあう国内外の製品事故の実態を踏まえ安全確保の必要性があること。

③子供用特定製品に指定することにより、危害防止の効果が認められること
製品の市場流通前の技術基準適合や使用方法に係る表示を義務付けることにより、事故を防止する効果が認められること。

④海外で規制の対象とされている等、規制の必要性が認められること
海外で規制の対象である、又は日本への危険な製品の流入懸念がある等、規制の必要性があること。

子供用特定製品の指定の考え方
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• 乳幼児用ベッドガードについては、乳幼児が乳幼児用ベッドガードとマットレス等に挟まれて死亡する重大製品事故
が、過去10年間※1に４件発生しており、生後12ヶ月以内の乳児が死亡※2している。

※1 2015年～2025年3月 ※2 一般的に、最も窒息リスクの高い出生後18ヶ月未満の乳幼児は、乳幼児用ベッドガードを使用して乳幼児用ではないベッドに寝かせる
ことは危険であるとされており、商品の取扱説明書等においてもその旨が表示されている。

• ベビーカーについては、重大製品事故が過去10年間※1に11件発生しており、うち転倒・転落による頭部等の負傷が
６件、指の挟み込みによるもの等が４件であった。

• 発生している事故を踏まえ警告表示による注意喚起により誤使用を防ぐことで事故の防止が期待されること、海外で
の規制状況や基準・規格の整備状況等に加えて、死亡事故が発生していること、重大製品事故の発生件数等を鑑み、
乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを特定製品及び子供用特定製品へ指定することとし、具体の検討を進める。

【乳幼児用ベッドガードの重大製品事故】

2017年8月

年齢 生後9ヶ月

事故の概要
乳児が当該製品とマットレスの間に挟まった状態で発見され、死亡が
確認された。

2017年9月

年齢 生後6ヶ月

事故の概要
乳児が当該製品とベッドの隙間に挟まった状態で発見され、死亡が確
認された。

2020年1月

年齢 生後5ヶ月

事故の概要 乳児が当該製品とマットレスの隙間に挟まり、死亡。

2023年5月

年齢 ０歳

事故の概要 乳児が当該製品とマットレスの隙間に挟まり、死亡。

【ベビーカーの重大製品事故】

2015年9月

年齢 1歳4ヶ月

事故の概要

当該製品は、展開時に折り畳み部に隙間が生じる構造であり、折り畳み部
に警告表示等がなかったことから、幼児が右手をかけている事に気付かず、
使用者が当該製品を展開操作したため、折り畳み部のハンドルパイプと樹
脂製ハンドル受け部間で指を挟んだものと推定された。

2020年3月

年齢 2歳

事故の概要
母親が子供を乗せ、歩道から車道に出るところのアスファルトの段差約 
2cm に突っかかり、転倒し、子供が負傷した（乳歯亜脱臼、口唇裂傷）。

2021年11月

年齢 生後5ヶ月

事故の概要
当該製品に乳児を乗せて段差を乗り越えようとしたところ、当該製品が折
りたたまれ、転倒し、負傷した（頭部骨折）。

乳幼児用ベッドガード及びベビーカーの子供用特定製品への指定
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特定製品及び子供用特定製品への指定について
• 死亡事故が発生している乳幼児用ベッドガード及び転倒や転落等の事故が発生しているベビーカーを特定
製品及び子供用特定製品に指定するため、令和７年９月30日に消費経済審議会製品安全部会に諮問を行い、
答申を得た。

特定製品への指定について
特定製品の指定については、改正後の消費生活用製品安全法第2条第2項において、政令に委任されていることから、消費
生活用製品安全法施行令（昭和四十九年政令第四十八号）別表第1に第14号及び第15号を加える。

※ 乳幼児用ベッドガードについては国内の流通量が限られるとともに対象年齢を遵守しないことによる事故が発生している、ベビーカーについては国内市場に
流通している製品が国内外の基準に適合した製品（例：製品安全協会による認証制度に基づくSGマークを表示した製品）の流通が主となっている、といった現
状がある。一般消費者の安全に大きな影響を及ぼすような品質の確保が十分でない製品の流通が確認されない中で、現時点では特別特定製品への指定はしない。

子供用特定製品への指定について
子供用特定製品の指定については、改正後の消費生活用製品安全法第2条第4項において、政令に委任されていることか
ら、消費生活用製品安全法施行令（昭和四十九年政令第四十八号）別表第1第14号及び第15号に掲げる特定製品を子供
用特定製品に指定することとする。

※ 乳幼児用ベッドガード及びベビーカーは、対象年齢を遵守していないことよる事故や保護者が目を離した際に事故が起こっていることから、技術基準へ適合
する安全な製品を設計することに加えて、対象年齢及び危険な使い方を防止するための正しい使用方法に係る警告を消費者である保護者等に適切に伝える必要
性のある製品と認められることから、子供用特定製品に指定する必要がある。

＜改正消費生活用製品安全法＞

第2条 （略）
２ この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品

で政令で定めるものをいう。
３ （略）
４ この法律において「子供用特定製品」とは、特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であつて、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発

生を防止するための表示が必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

十四 乳幼児用ベッドガード（主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて
使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。）
十五 ベビーカー（主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型
の車をいう。）
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乳幼児用ベッドガード及びベビーカーの子供用特定製品への指定について

• 令和７年９月30日に消費経済審議会製品安全部会において政令改正事項に関する諮問を行い、乳幼児用ベッドガード及
びベビーカーについて特定製品及び子供用特定製品へ指定することについて適当である旨答申を受けた。

• その後、関係規定の検討を行い、関係者との調整を経て、省令案等についてパブリックコメントを実施中。

技術基準省令案について
○技術上の基準（別表第一関係）
○型式の区分（別表第二関係）
○子供用特定製品の使用に関して注意を促すための文言（警告表示）（別表第二の二関係）
○子供用特定製品の表示（別表第五関係）

解釈通達案について
○今回指定する子供用特定製品の解釈について
○今回指定する子供用特定製品の技術上の基準の解釈について
○今回指定する子供用特定製品の型式の区分の解釈について
○今回指定する子供用特定製品の警告表示の解釈について
○今回指定する子供用特定製品の表示の解釈について

【パブリックコメント期間】
• 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令案（技術基準省令案）

令和８年２月24日～令和８年３月25日
• 消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈について（案）（解釈通達案）

令和８年２月25日～令和８年３月26日
【施行スケジュール（案）】
• 消費生活用製品安全法施行令：令和８年春公布、令和８年夏施行
• 技術基準省令及び解釈通達：令和８年春公布、令和８年夏施行（子供用特定製品関係に限り）
• 経過措置期間：乳幼児用ベッドガードについては１年間、ベビーカーについては２年間
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規定事項 ※なお、今回の省令・解釈通達の改正事項には、子供用特定製品以外の事項も含まれる。
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